
意
見
書

意
見
書（
要
旨
）

要
旨
） 

      

　
今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
は

次
の
と
お
り
で
す
。
意
見
書
は
関
係

機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。 

   

　
平
成
20
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
る

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75
歳
以

上
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
す
る
新
た

な
医
療
制
度
と
し
て
創
設
さ
れ
る
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
へ
の
移
行
に
伴
う
保
険
料
負

担
の
軽
減
を
は
じ
め
、
被
保
険
者
に

対
す
る
制
度
の
十
分
な
周
知
な
ど
更

な
る
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
及

び
東
京
都
に
対
し
、
後
期
高
齢
者
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
と
安
定
し

た
財
政
運
営
を
目
指
す
た
め
、
下
記

事
項
の
早
期
実
現
を
強
く
求
め
る
も

の
で
あ
る
。 

        

記 

１
　
後
期
高
齢
者
に
対
す
る
保
健
（
健

診
）
事
業
に
つ
い
て
、
医
療
費
抑

制
や
、
介
護
予
防
の
観
点
か
ら
大

変
に
重
要
で
あ
る
た
め
、
区
市
町

村
国
保
に
お
け
る
特
定
健
診
と
同

様
の
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
。 

２
　
新
た
な
医
療
制
度
が
区
民
に
理

解
さ
れ
る
よ
う
、
制
度
の
意
義
を

含
め
、
早
急
に
周
知
す
る
こ
と
。 

３
　
政
府
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の

保
険
料
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
た

め
、
療
養
給
付
に
対
す
る
定
率
交

付
に
つ
い
て
12
分
の
４
を
確
保
す

る
こ
と
。
ま
た
、
広
域
連
合
間
の

所
得
格
差
を
調
整
す
る
「
調
整
交

付
金
」
に
つ
い
て
は
、
別
枠
で
調

整
額
を
確
保
す
る
こ
と
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
厚

生
労
働
大
臣
、
東
京
都
知
事
あ
て
） 

 

  

　
経
済
産
業
省
の
産
業
構
造
審
議
会

割
賦
販
売
分
科
会
基
本
問
題
小
委
員

会
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
被
害
の
防
止
と

取
引
適
正
化
に
向
け
て
割
賦
販
売
法

の
改
正
に
関
す
る
審
議
を
進
め
て
お

り
、
本
年
秋
に
は
法
改
正
の
方
向
性

が
示
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。 

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
割
賦
販
売
法
改
正

に
あ
た
り
下
記
事
項
を
実
現
す
る
よ

う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る 

記 

１
　
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
、
顧
客
の

支
払
い
能
力
を
超
え
る
ク
レ
ジ
ッ

ト
契
約
を
提
供
し
な
い
よ
う
に
、

具
体
的
な
与
信
基
準
を
伴
う
実
効

性
あ
る
規
制
を
行
う
こ
と
。 

２
　
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
は
、
悪
質

販
売
行
為
等
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約

を
提
供
し
な
い
よ
う
に
、
加
盟
店

を
調
査
す
る
義
務
だ
け
で
な
く
、

販
売
契
約
が
無
効･

取
消･

解
除

と
な
る
と
き
は
、
既
払
金
の
返
還

義
務
を
含
む
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
の

共
同
責
任
を
規
定
す
る
こ
と
。 

３
　
１
〜
２
回
払
い
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

契
約
を
適
用
対
象
に
含
め
、
政
令

指
定
商
品
制
を
廃
止
す
る
こ
と
に

よ
り
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
ク

レ
ジ
ッ
ト
契
約
を
適
用
対
象
と
す

る
こ
と
。 

４
　
個
品
方
式
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
事
業

者
（
契
約
書
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
）
に

つ
い
て
、
登
録
制
を
設
け
、
契
約

書
面
交
付
義
務
及
び
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
制
度
を
規
定
す
る
こ
と
。 

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理

大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
あ
て
） 

  

 

　
東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に

関
す
る
条
例
に
お
い
て
、
障
害
要
件

と
し
て
精
神
保
健
手
帳
は
認
定
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
心
身
障
害
者
福
祉

手
当
が
給
付
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

現
状
で
あ
る
。 

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
東
京
都

に
対
し
、
東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉

手
当
に
関
す
る
条
例
に
、
精
神
保
健

手
帳
の
障
害
要
件
を
追
加
し
、
都
区

財
政
調
整
交
付
金
に
算
定
す
る
こ
と

を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

（
東
京
都
知
事
あ
て
） 

   　「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
に
よ
り
、

今
ま
で
精
神
障
害
者
の
通
院
医
療
費

公
費
負
担
の
認
定
の
有
効
期
間
が
２

年
で
あ
っ
た
も
の
が
、
１
年
に
短
縮

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

　
ま
た
、
自
立
支
援
医
療
の
申
請
に

必
要
な
医
師
の
診
断
書
が
無
料
と
な

る
規
定
が
精
神
通
院
医
療
に
は
な
い

た
め
、
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。 

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
精
神
障
害
者
及
び

そ
の
家
族
が
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け

ら
れ
る
よ
う
、
下
記
事
項
の
早
期
実

現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

記 

１
　
自
立
支
援
医
療
制
度
の
認
定
の

有
効
期
間
を
、
２
年
に
延
長
す
る

こ
と
。 

２
　
自
立
支
援
医
療
の
申
請
に
必
要

な
診
断
書
は
、
指
定
医
療
機
関
か

ら
無
料
で
交
付
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
。 

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理

大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
あ
て
） 

 

  

　
本
年
６
月
22
日
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
「
規
制
改
革
推
進
の
た
め
の
３
ヵ

年
計
画
」
は
、
都
市
再
生
機
構
の
賃

貸
住
宅
事
業
に
関
し
て
、
現
在
の
77

万
戸
の
規
模
は
過
大
で
あ
る
と
し
た

上
で
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
譲
渡
な

ど
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
な
ど
、

６
項
目
に
つ
い
て
結
論
を
出
し
、
速

や
か
に
措
置
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。 

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
及

び
都
市
再
生
機
構
に
対
し
、
居
住
者

の
居
住
の
安
定
を
図
る
た
め
、
下
記

事
項
を
実
現
す
る
よ
う
強
く
求
め
る

も
の
で
あ
る
。 

        

記 

１
　
全
会
派
が
賛
成
し
た
都
市
再
生

機
構
法
付
帯
決
議
を
は
じ
め
、
国

会
諸
決
議
に
反
す
る
決
定
を
行
わ

ず
、
決
議
を
誠
実
に
守
り
そ
の
実

現
に
努
め
る
こ
と
。 

２
　
都
市
再
生
機
構
住
宅
が
住
宅
セ

ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、
公
共

住
宅
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
そ
の

充
実
に
努
め
る
こ
と
。 

３
　
都
市
再
生
機
構
は
、
居
住
者
の

高
齢
化
や
収
入
低
下
の
実
態
に
配

慮
し
て
、
現
行
の
家
賃
制
度
及
び

改
定
ル
ー
ル
を
再
検
討
す
る
こ
と
。 

４
　
都
市
再
生
機
構
は
、
居
住
者
の

同
意
の
な
い
住
棟
・
団
地
の
売
却

を
行
わ
ず
、
建
替
え
に
当
た
っ
て

は
入
居
者
の
安
定
し
た
継
続
入
居

を
保
障
す
る
こ
と
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、

国
土
交
通
大
臣
、
行
政
改
革
担
当

大
臣
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生

機
構
理
事
長
あ
て
） 

  

 

　
平
成
15
年
12
月
22
日
に
最
高
裁
は
、

仮
に
国
鉄
が
採
用
候
補
者
名
簿
の
作

成
で
不
当
労
働
行
為
を
行
っ
た
場
合

に
は
、
国
鉄
若
し
く
は
国
鉄
の
法
的

地
位
を
引
き
継
い
だ
清
算
事
業
団
の

使
用
者
責
任
は
、
免
れ
な
い
と
の
判

断
を
下
し
た
。 

　
ま
た
、
平
成
17
年
９
月
に
は
、
東

京
地
裁
が
、「
鉄
建
公
団
訴
訟
」
判

決
で
、
不
当
労
働
行
為
が
あ
っ
た
こ 

と
を
認
め
て
い
る
。 

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
の
早
期
解

決
に
向
け
て
努
力
さ
れ
る
よ
う
要
請

す
る
も
の
で
あ
る
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、

国
土
交
通
大
臣
あ
て
） 

 

  
　
２
０
０
７
年
版
中
小
企
業
白
書
に

よ
る
と
、
昨
年
の
企
業
全
体
の
社
長

交
代
率
は
3.08
％
と
過
去
最
低
を
記
録

し
た
。
従
業
員
規
模
別
で
は
、
規
模

が
小
さ
い
ほ
ど
社
長
交
代
率
が
低
下

す
る
傾
向
に
あ
り
、
小
規
模
企
業
に

お
け
る
事
業
承
継
の
難
し
さ
を
示
し

て
い
る
。 

　
ま
た
、
年
間
廃
業
29
万
社
（
２
０

０
１
〜
２
０
０
４
年
平
均
）
の
う
ち

少
な
く
と
も
４
分
の
１
は
、
後
継
者

の
不
在
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
伴
う
雇
用
の
喪
失
は
毎
年
20
〜

35
万
人
と
も
言
わ
れ
、
雇
用
情
勢
に

与
え
る
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。 

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
中
小
企
業
の
事
業

承
継
円
滑
化
の
た
め
、
下
記
事
項
の 

早
期
実
現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ

る
。 

記 

１
　
非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続
税

の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
抜
本
的

な
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
。 

２
　
非
上
場
株
式
の
相
続
税
法
上
の 

        

　
評
価
制
度
に
つ
い
て
、
合
理
的
な

評
価
制
度
の
構
築
を
図
る
こ
と
。 

３
　
相
続
税
納
税
の
円
滑
化
を
図
る

た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。 

４
　
税
制
面
の
み
な
ら
ず
、
情
報
面
、

金
融
面
、
法
制
面
な
ど
、
総
合
的

な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理

大
臣
、
財
務
大
臣
、
経
済
産
業
大

臣
あ
て
） 

（
以
上
７
件
、
10
月
19
日
議
決
） 

平成19年（2007年） 11月19日 第 223 号（6） 足 立 区 議 会 だ よ り  

今
定
例
会
で
可
決
し
た

今
定
例
会
で
可
決
し
た 
今
定
例
会
で
可
決
し
た 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
円
滑
か
つ 

適
切
な
移
行
を
求
め
る
意
見
書 

 

割
賦
販
売
法
の
抜
本
的
改
正
に 

関
す
る
意
見
書 

 

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に
関
す
る
都
区
財
政 

調
整
交
付
金
の
算
定
に
精
神
保
健
手
帳
の 

障
害
要
件
の
追
加
を
求
め
る
意
見
書 

 

自
立
支
援
医
療
制
度
に
お
け
る 

精
神
障
害
者
の
負
担
の
軽
減
等
を 

求
め
る
意
見
書 

 
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構 

住
宅
（
旧
公
団
住
宅
）
居
住
者
の 

居
住
の
安
定
に
関
す
る
意
見
書 

Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
の
早
期
解
決 

を
求
め
る
意
見
書 

 中
小
企
業
の
事
業
承
継
円
滑
化
の 

た
め
の
税
制
改
正
を
求
め
る
意
見
書 

●意見の分かれた案件 〇=賛成 　×=反対 

会派名及び結果 
議　案 足立区議会 

自由民主党 
 

足立区議会 
公　明　党 

日本共産党 
足立区議団 

足立区議会 
民　主　党 

○ ○ × ○ 
○ ○ × ○ 
○ ○ × ○ 
○ ○ × ○ 
○ ○ × ○ 
○ ○ × ○ 
× × ○ × 

原案認定 

原案認定 

原案認定 

原案可決 

 原案可決 

原案可決 

原案否決 

会 派 名  結 

果 

●特別区道路線の認定  

梅 田 六 丁 目 地 内  

千 住東二丁目、千住曙町地内 

121.49 

 

4 .50

所在地 

 

幅員（ｍ） 

 

延長（ｍ） 

 

平成１８年度足立区一般会計歳入歳出決算  

平成１８年度足立区国民健康保険特別会計歳入歳出決算  

平成１８年度足立区介護保険特別会計歳入歳出決算  

平成１９年度足立区一般会計補正予算（第２号）  

足立区立区民保養所条例を廃止する条例  

足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  

足立区特別区税条例の一部を改正する条例（議員提出議案）  

☆上記の各路線の略図は、区議会ホームページでご覧いただけます。  

①41.88 
②92.01

①6.00 
②6.03～6.48

●特別区道路線の廃止 

千 住 東 二 丁 目 地 内  

千住桜木一丁目、千住緑町三丁目地内 

85.71 

12 .77

1 .82 

2 .72

●区管理通路路線の設置  

江 北 二 丁 目 地 内 32.25  2 .73～2.81


